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①施設の概要 

 
     

1. 設置者 厚真町     

2. 設置場所 
北海道勇払郡厚真町字本郷 229-1の一部、195-8、195-9の

一部、192-4  
  

3. 建築年月日 平成 8年 12月 2日     

4． 施設構造

（規模） 

本館：鉄骨造 ２階建 延床面積１，７１９㎡   
 （１階 / 1,260㎡・２階 /459㎡）     
   ムービングハウス：木骨ユニット構造 延べ床面積 193.2㎡ 
   （１ユニット 64.4㎡）     

5． 施設内容 １階部分（主なもの）    
    ・多目的研修室（６０名収容・１１４㎡）   
    ・談話室（４０名収容・７７㎡）    
    ・浴室（脱衣室含）（男女各々・１８８㎡）   
    ・露天風呂（３０㎡）    
    ・農産物加工実習室（９０㎡）    
    ・厨房・食堂（４０席・１１０㎡）    
    ・第２厨房（９２㎡）    
    ・事務室（２０㎡）    
    ・駐車場（１，４００㎡ ８０台）    
   ２階部分（主なもの）    
    ・宿泊室 13室（４０名収容・３１７㎡）   
     （8帖×7室、洋室 6室(全ツイン室））   
    ・リネン室（１２㎡）    
    ・ランドリー・コーナー（９㎡）    
   ムービングハウス ３ユニット    
    ・木製デッキ（玄関）・ベッドルーム   
    ・キッチン・浴室 ・乾燥室    
    ・浄化槽（１４人槽）・中継ポンプ   
        
        

6． 営業時間      

 

日帰り入浴 

（厚真町交流促

進センター条例

のとおり）            

・午前１０時００分～午後１０時００分      

 レストラン    ・平日                午前１１時３０分～ (ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ
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午後 ２時３０分 2時 00分） 

 （現行指定

管理者実施

内容） 

                         
午後 ５時００分～

午後 ８時００分 

(ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ

7時 30分） 

 ・土、日、祝日    
午前１１時３０分～

午後 ８時３０分 

(ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ

8時 00分） 

 ・宿泊朝食        
午前 ７時００分～

午前 ８時３０分 
  

 ・宿泊夕食        
午後 ６時００分～

午後 ８時００分 
  

 宿泊       ・チェックイン         午後 ３時００分   

 
（厚真町交流

促進センター

条例のとおり）  

・チェックアウト      午前１０時００分   

 多目的研修

室          
・午前１０時００分～午後１０時００分   

 
（現行指定管

理者実施内容

(独自事業）） 

    宴会利用の場合 ２時間以内で午後９時終了   

   （２時間以上の場合延長料金発生）   

 談話室              ・午前１０時００分～午後１０時００分   

 
（現行指定管

理者実施内容

(独自事業）） 

      

 加工実習室            ・午前 ９時００分～午後 ９時００分   

 
（現行指定管

理者実施内容

(独自事業）） 

      

 朝風呂事業 ・午前 ６時００分～午前 ８時００分   

 
（現行指定管

理者実施内容

(独自事業）） 

      

 休館日      ・無休 （設備点検等のため年３日程度の臨時休館あり）   

 
（厚真町交流

促進センター

条例のとおり）  

      

 


